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産業廃棄物処理業の許可の取消しについて（通知） 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下｢法｣という。）   

第１４条の３の２の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので

通知します。 
記 

１ 被処分者 

    所 在 地    東京都中野区東中野５丁目２３番１２号 
   氏  名    株式会社李勣ＪＡＰＡＮ 
  代 表 者    代表取締役 山﨑 幸江 
２ 許可内容 

許可の種類   産業廃棄物収集運搬業      

許可の番号   第０１２００１７６９７３号   
許可年月日   令和元年６月２１日      
事業の区分   収集・運搬（積替・保管を除く。） 

３ 処分年月日   令和２年２月１９日 

４ 行政処分の内容 許可の取消し 

５ 行政処分の理由 

（１）株式会社李勣ＪＡＰＡＮ（以下「李勣ＪＡＰＡＮ」という。）は、産業廃棄物 

処分業者その他環境省令で定める者以外の者でありながら、産業廃棄物処分業者の中間 

処理場で発生した産業廃棄物（汚泥処理後物）の処分を受託していた。 

このことは、「産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業 

廃棄物の収集又は運搬を、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、 

産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。」と規定する法第１４条第１５項 

（受託禁止）の規定に違反する（以下「本件違反事実１」という。）。 

（２）また、李勣ＪＡＰＡＮは、産業廃棄物収集運搬業者でありながら、法定の除外 

事由がないにもかかわらず、産業廃棄物処分業の許可を受けていない者に対して、上記 

１の受託に係る産業廃棄物の処分を再委託していた。 

このことは、「産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分 

を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。 

ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定め 

る基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。」と規 

定する法第１４条第１６項（再委託禁止）の規定に違反する（以下「本件違反事実２」 

という。）。 

（３）李勣ＪＡＰＡＮによる本件違反事実１及び本件違反事実２は、それぞれ、法第 

 



１４条の３の２第１項第５号による許可取消しの要件（違反行為をし、情状が特に重 

いとき）に該当する。 
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